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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパーブレードを動かしてウィンドシールドに付着した水滴を払拭するワイパー装置
と、前記ウィンドシールド上における前記ワイパーブレードの払拭範囲内に設定された検
出領域に付着した水滴量に応じた雨滴信号を出力する雨滴センサと、前記雨滴センサから
の前記雨滴信号が入力されて雨滴量を算出するとともに算出した前記雨滴量に基づいて前
記ワイパー装置へ駆動信号を出力するコントローラとを備える雨滴検出装置であって、
　前記コントローラは、前記ワイパー装置の払拭周期内において付着水滴量をサンプリン
グ周期ごとに検出する水滴検出手段と、前記水滴検出手段により検出された前記サンプリ
ング周期ごとの前記付着水滴量の変化率である雨滴量勾配を算出する勾配算出手段と、算
出された前記雨滴量勾配に基づいて前記ウィンドシールドへの水滴付着状態を判定する判
定手段とを備え、
　前記判定手段は、算出された前記雨滴量勾配の値の遷移状態に基づいて車両の屋根に滞
留した雨水が前記ウィンドシールドに流下した垂れ水状態の発生有無を判定し、前記サン
プリング周期ごとに算出された前記雨滴量勾配の値が雨滴量勾配閾値を連続して超えるサ
ンプリング回数が所定回数に達することにより前記垂れ水状態発生と判定されると、それ
まで前記コントローラにより実行されていたワイパー装置駆動制御を中断し、且つ前記ワ
イパー装置に対して連続する複数回の払拭動作である垂れ水排除動作を実行させるよう前
記駆動信号を出力し、前記垂れ水排除動作終了後は、中断していた前記ワイパー装置駆動
制御を再開することを特徴とする雨滴検出装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雨滴等を検出する雨滴センサの検出結果に基づいてワイパー装置の作動を制
御する雨滴検出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　。
【０００３】
　降雨時あるいは降雨直後に減速した際、車両の屋根に溜まっていた雨水がフロントウィ
ンドシールドへ流れ落ちてくる（以降、垂れ水と表す）場合がある。従来の雨滴検出装置
は、雨滴量のみに基づいてワイパー装置の払拭作動を制御する構成であるため、この垂れ
水が発生すると雨滴量が増えたものと誤認し、ワイパー装置の払拭モードを上げる（払拭
作動間隔時間がより短いモードへ移行させる）ことになる。これにより、ワイパーブレー
ドが実際の降雨状態に対して過剰に高速払拭作動することになり、運転者に違和感を抱か
せることになる。
【０００４】
　このような問題を解決するために、雨滴検出装置に対して、垂れ水の発生を検知し、且
つ過剰な払拭動作を行わずに適切に垂れ水を払拭除去することが望まれる。
【０００５】
　この要求にこたえるために提案された従来の雨滴検出装置として、たとえば、車両の速
度変化量を検出する速度変化量センサを備え、この速度変化量センサにより検出された速
度変化量が垂れ水を発生させる下限変化量以上である場合にはワイパー装置に払拭動作を
させる構成としたものがある（特許文献１参照）。
【０００６】
　また、上述の要求にこたえるために提案された別の従来の雨滴検出装置として、車両挙
動検出手段を備え、この車両挙動検出手段からの車両挙動信号から把握される車速変化量
が所定量以上になり且つ所定値以上の雨滴検出信号が入力されると、ワイパー装置を少数
回だけ払拭動作させる構成とした、あるいは車速が０になってから一定時間経過するまで
に所定値以上の雨滴検出信号が入力されると、ワイパー装置を少数回だけ払拭動作させる
構成としたものがある（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２０００－８５５３７号公報
【特許文献２】特開２００３－２４６２５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の特許文献１に記載された雨滴検出装置の場合、速度変化量が垂れ水発生の下限変
化量以上であっても、降雨状態やそれまでの走行条件によっては必ず垂れ水が発生すると
は限らないので、垂れ水が無いのにワイパー装置が払拭動作を行う場合があり得る。
【０００８】
　特許文献２に記載された雨滴検出装置の場合、車速変化量が所定量以上になり且つ所定
値以上の雨滴検出信号が入力されたときに垂れ水と判定するが、この所定値は、通常の降
雨時に検出される雨滴量と区別するために大量の雨滴が付着したときの値に設定する必要
がある。したがって、少量の垂れ水を検出することができない。しかし、垂れ水が少量で
あっても運転者の視界の妨げにはなるので、そのような場合には垂れ水を払拭除去できな
い。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みなされたもので、その目的は、垂れ水を確実に検出する
ことが可能な雨滴検出装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明は上記目的を達成する為、以下の技術的手段を採用する。
【００１１】
　本発明の請求項１に記載の雨滴検出装置は、ワイパーブレードを動かしてウィンドシー
ルドに付着した水滴を払拭するワイパー装置と、ウィンドシールド上におけるワイパーブ
レードの払拭範囲内に設定された検出領域に付着した水滴量に応じた雨滴信号を出力する
雨滴センサと、雨滴センサからの雨滴信号が入力されて雨滴量を算出するとともに算出し
た雨滴量に基づいてワイパー装置へ駆動信号を出力するコントローラとを備える雨滴検出
装置であって、コントローラは、ワイパー装置の払拭周期内において付着水滴量をサンプ
リング周期ごとに検出する水滴検出手段と、水滴検出手段により検出されたサンプリング
周期ごとの付着水滴量の変化率である雨滴量勾配を算出する勾配算出手段と、算出された
雨滴量勾配に基づいてウィンドシールドへの水滴付着状態を判定する判定手段とを備え、
判定手段は、算出された雨滴量勾配の値の遷移状態に基づいて車両の屋根に滞留した雨水
がウィンドシールドに流下した垂れ水状態の発生有無を判定し、サンプリング周期ごとに
算出された雨滴量勾配の値が雨滴量勾配閾値を連続して超えるサンプリング回数が所定回
数に達することにより垂れ水状態発生と判定されると、それまでコントローラにより実行
されていたワイパー装置駆動制御を中断し、且つワイパー装置に対して連続する複数回の
払拭動作である垂れ水排除動作を実行させるよう駆動信号を出力し、垂れ水排除動作終了
後は、中断していたワイパー装置駆動制御を再開することを特徴としている。
【００１２】
　先ず、従来の雨滴検出装置における雨滴検出動作について説明する。従来の雨滴検出装
置における雨滴量の検出は、ワイパーブレードの払拭動作中に、ワイパーブレードが雨滴
センサの検出領域を通過したときから次にワイパーブレードが雨滴センサの検出領域に達
するまでの時間である付着水滴量検出可能時間内において行われている。雨滴量検出は複
数回行われて所定回数だけ雨滴量検出するごとにそれらの検出データの平均値を算出し付
着雨滴量としている。つまり雨滴量検出はサンプリング周期ごとに行われ、所定回数の平
均を取った平均値雨滴量が雨滴量の算出値として表される。このような検出方法によると
、付着水滴量から、雨滴センサの検出領域に付着した水が雨滴量および垂れ水のどちらで
あるのかを正確に識別することは困難である。
【００１３】
　そこで、本発明の請求項１に記載の雨滴検出装置においては、垂れ水発生有無の判定を
、ウィンドシールドへの付着雨滴量の絶対量ではなく、雨滴量の付着速度である雨滴量勾
配の値の遷移状態に基づいて判定している。この雨滴量勾配は連続する二つの雨滴量サン
プリング周期間の付着量の変化率として算出されるものである。
【００１４】
　以下に、本発明の請求項１に記載の雨滴検出装置における、垂れ水発生判定動作につい
て説明する。
【００１５】
　先ず、通常の降雨状態のときはウィンドシールドへの雨滴付着は間歇的に発生する。ウ
ィンドシールドの雨滴センサの検出領域に雨滴が付着すると、雨滴が付着した瞬間から雨
滴量勾配の値は急激に増大し、且つその値がある時間、つまり雨滴がフロントウィンドシ
ールド面に沿って拡がる時間維持されるが、拡がり終わると直ちに変化率が０になる。ま
た別の雨滴が付着すると、同様に、雨滴が付着した瞬間から雨滴量勾配の値は急激に増大
し、且つその値がしばらく維持されるが、直に変化率が０になる。このように、通常の降
雨時においては、雨滴量勾配の値は、雨滴付着に同期して急に増大するものの直ぐに０に
戻る。
【００１６】
　これに対して、垂れ水がウィンドシールドの雨滴センサの検出領域を流れる時間は、雨
滴が付着し拡がる時間に比較して各段に長くなる。このため、垂れ水が発生した場合は、
雨滴量勾配の値は急激に増大し、且つ垂れ水が検出領域を進行する間はその値が維持され
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る。つまり、垂れ水が発生すると雨滴量勾配の値が急激に増大し、且つその状態が雨滴付
着の場合と比べて格段に長い時間持続することになる。したがって、たとえば、雨滴量勾
配の値が雨滴量勾配閾値を超える状態が連続して持続するサンプリング回数として所定回
数を設定すれば、雨滴量勾配の値が雨滴量勾配閾値を超える状態の持続サンプリング回数
が当該所定回数に達した場合には垂れ水が発生したと判定することにより、垂れ水発生を
正確に確実に検出することができる。このようにして垂れ水発生を検出すると、本発明の
請求項１に記載の雨滴検出装置においては、それまでコントローラにより実行されていた
ワイパー装置駆動制御を中断し、且つワイパー装置に対して連続する複数回の払拭動作で
ある垂れ水排除動作を実行させるよう駆動信号を出力し、垂れ水排除動作終了後は、中断
していたワイパー装置駆動制御を再開する。したがって、垂れ水発生を正確に検出して即
座にそれを排除するように払拭動作を行うことにより、運転者の視界を確実に確保するこ
とができる。さらに、垂れ水排除動作終了後は基の払拭動作、つまり降雨状態に適応した
払拭動作に復帰するので、運転者に違和感を抱かせることなく払拭動作制御を継続して実
行できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明にかかる雨滴検出装置の一実施の形態について、自動車に搭載された雨滴
検出装置１に適用した場合を例に図１～図５を参照して説明する。
【００２０】
　雨滴検出装置１は、自動車１００に搭載され、ワイパーコントロールスイッチ３０の操
作ポジションに応じて、運転席前方のウィンドシールドであるフロントウィンドシールド
１０１に付着した雨滴を払拭するワイパー装置１０の作動制御を行うものである。特に、
ワイパーコントロールスイッチ３０において自動制御（ＡＵＴＯモード）ポジションが選
択されると、雨滴センサ２０によりフロントウィンドシールド１０１に付着した雨滴量を
検出し、その判定結果に基づいてワイパー装置１０の作動制御を行う。
【００２１】
　先ず、雨滴検出装置１の全体構成について説明する。
【００２２】
　雨滴検出装置１は、図１に示すように、雨滴センサ２０、ワイパー装置１０、ワイパー
コントロールスイッチ３０、ワイパーコントロールスイッチ３０からの信号、雨滴センサ
２０からの信号に基づいてワイパー装置１０を駆動するコントローラ５０等から構成され
ている。雨滴検出装置１は、自動車１００のイグニションスイッチ（図示せず）を介して
自動車１００のバッテリ（図示せず）から電力が供給されている。
【００２３】
　ワイパー装置１０は、ワイパーモータ１１と、フロントウィンドシールド１０１上にお
いて往復払拭動作を行うワイパーブレード１３と、ワイパーモータ１１が発生する駆動ト
ルクを往復運動に変換するとともにワイパーブレード１３に伝達してワイパーブレード１
３に往復運動させるリンク機構１２とを備えている。ワイパーブレード１３の往復払拭動
作は、コントローラ５０内に備えられた払拭モード判定部５１からワイパーモータ１１に
対し駆動指示信号が出力されることで実行される。図１ではコントローラ５０とワイパー
モータ１１が直接接続されている状態を示しているが、中間にワイパーモータ１１の駆動
装置が存在する場合もある。
【００２４】
　ワイパーコントロールスイッチ３０は、自動車１００内の運転席に設置され、ワイパー
ブレード１３の往復払拭動作の停止（ＯＦＦモード）、自動制御（ＡＵＴＯモード）、低
速動作（ＬＯモード）、及び高速動作（ＨＩモード）を、運転者の手動操作等により切り
替えるスイッチ機能を有している。ワイパーコントロールスイッチ３０は、たとえば４つ
の作動位置のいずれか１つに回動操作されることで、これら動作モードの１つが選択され
る。そしてワイパーコントロールスイッチ３０は、上述した４動作モードのうちの１つが
選択されると、その選択された動作モードについての情報を後述するコントローラ５０（
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払拭モード判定部５１）へ出力している。
【００２５】
　雨滴センサ２０は、図３に示されるように、基本的には、フロントウィンドシールド１
０１の検出領域Ａｄに向かって例えば赤外光を発光する発光ダイオードなどの発光素子２
１と、この発光素子２１から発光されてフロントウィンドシールド１０１により反射され
た光の受光量に応じた出力値を出力するフォトダイオードなどの受光素子２２とを有して
構成されている。発光素子２１および受光素子２２とフロントウィンドシールド１０１と
の間には、図３に示すように、プリズム２３が設置されている。発光素子２１から出射さ
れた光は、図３中において矢印で示すようにプリズム２３内を進行してフロントウィンド
シールド１０１の外表面に達し、そこで反射した光はプリズム２３内を進行して受光素子
２２に入射する。また、発光素子２１、受光素子２２およびプリズム２３は、図３に示す
ように、ケーシング２４内に収容されている。発光素子２１は、図示しない発光素子駆動
回路を介してコントローラ５０に接続されており、コントローラ５０によってその点消灯
が制御される。また、受光素子２２は、図示しない検波増幅回路を介してコントローラ５
０に接続されており、検出した雨滴量に応じた検出信号をコントローラ５０に出力してい
る。検出領域Ａｄに雨滴が付着していないときにあっては、発光素子２１から発光された
赤外光は、図３中の実線矢印で示すように進行し、そのほとんどがフロントウィンドシー
ルド１０１によって反射され、受光素子２２で受光される。しかし、検出領域Ａｄに雨滴
Ｄが付着しているときにあっては、発光素子２１から発光された赤外光の一部は、検出領
域Ａｄに付着した雨滴Ｄを介して図３中の破線矢印で示すように進行しフロントウィンド
シールド１０１外へ出射するので、受光素子２２により受光される光の量が減少する。検
出領域Ａｄに付着した雨滴Ｄ量が多いほど、フロントウィンドシールド１０１外へ出射す
る光量が多くなり、受光素子２２により受光される光の量が少なくなる。これにより、受
光素子２２による受光量に基づいて、検出領域Ａｄに付着する雨滴の量を検出することが
できる。本発明の一実施形態による雨滴検出装置１においては、検出領域Ａｄに付着する
雨滴量が多いほど雨滴センサ２０の検出信号は小さくなり、検出領域Ａｄに付着する雨滴
量が少ないほど雨滴センサ２０の検出信号は大きくなる。
【００２６】
　制御装置であるコントローラ５０は、たとえばマイクロコンピュータを含む電気回路と
して構成され、実際には、制御処理や演算処理を行うＣＰＵ、各種プログラムやデータを
保存するための読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）や書き込み可能なメモリ（ＲＡＭ）等のメ
モリを含む記憶装置、ＡＤ変換器等の入力回路、出力回路、及び電源回路等の機能を含ん
でいる。
【００２７】
　コントローラ５０は、機能的に見て、払拭モード判定部５１、雨滴量判定部５２、垂れ
水判定部５３を備えている。雨滴量判定部５２は、雨滴センサ２０から出力される検出信
号に基づいてフロントウィンドシールド１０１に付着した雨滴量を判定する。払拭モード
判定部５１は、ワイパーコントロールスイッチ３０からの信号、あるいは雨滴量判定部５
２からの信号に基づいて、ワイパーブレード１３の払拭動作に係る払拭モードを判定し、
且つこの判定結果に基づいてワイパーモータ１１に対して駆動信号を出力する。つまり、
ワイパーコントロールスイッチ３０が自動制御（ＡＵＴＯモード）以外のポジションに操
作されている場合は、払拭モード判定部５１は操作されたポジションに対応した払拭モー
ドを判定し、その払拭モードを実行させるべくワイパーモータ１１に対して駆動信号を出
力する。一方、ワイパーコントロールスイッチ３０が自動制御（ＡＵＴＯモード）ポジシ
ョンに操作されている場合は、払拭モード判定部５１は雨滴量判定部５２からの信号に基
づいてワイパーブレード１３の払拭動作に係る払拭モードを判定し、その払拭モードを実
行させるべくワイパーモータ１１に対して駆動信号を出力する。垂れ水判定部５３は、雨
滴センサ２０から出力される検出信号に基づいて垂れ水発生を判定する。さらに、垂れ水
判定部５３は、垂れ水発生と判定すると、払拭モード判定部５１で実行中のワイパーモー
タ１１に対する駆動信号出力を中断させるとともに、ワイパーモータ１１に対して垂れ水
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除去動作に係る駆動信号を出力してワイパーブレード１３に垂れ水払拭動作を行わせる。
そして、垂れ水判定部５３は、垂れ水除去動作が完了すると、払拭モード判定部５１によ
るワイパーモータ１１に対する駆動信号出力を再開させる。
【００２８】
　ここで、垂れ水とは、雨滴とは別の水、つまり雨滴と比べて大量の水がフロントウィン
ドシールド１０１に流れてくる現象をいう。具体的には自動車が減速した際に、自動車１
００の屋根に溜まっていた雨水がフロントウィンドシールドへ流れ落ちてくる、あるいは
対向車の車輪により跳ね上げられた路上のたまり水がフロントウィンドシールド１０１に
落ちてくる等の現象である。本発明の一実施形態による雨滴検出装置１におけるコントロ
ーラ５０が備える垂れ水判定部５３は、上述した垂れ水現象の発生を検出するためのもの
である。
【００２９】
　本発明の一実施形態による雨滴検出装置１においては、ワイパーコントロールスイッチ
３０が自動制御（ＡＵＴＯモード）に操作されると、コントローラ５０はワイパー装置１
０の自動制御動作および垂れ水判定動作の２種類の制御動作を同時に並行して開始する。
【００３０】
　ワイパー装置１０の自動制御動作は、ＡＵＴＯモード選択時において一般的に実行され
ているものである。これは、払拭モード判定部５１が、雨滴センサ２０からの検出信号に
基づき雨滴量判定部５２により判定された雨滴量に基づいてワイパーブレード１３による
払拭モード、すなわちワイパーブレード１３による往復払拭動作間隔時間を判定し、判定
した払拭モードに対応する駆動指示信号をワイパーモータ１１へ出力して払拭動作を行わ
せるものである。このとき、払拭モード判定部５１により判定される払拭モードは、停止
モード、停止待機モード、ワイパーブレード１３による往復払拭動作間隔時間が順次短く
なる複数の間歇モード、低速モードおよび高速モードから構成されている。ここで複数の
間歇モードは、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１においては、往復払拭動作間隔
時間の長い方から順に、例えば、７．０秒、３．３秒、１．５秒、０．６秒となっている
。また、低速モードおよび高速モードは、ワイパーコントロールスイッチ３０において設
定されている低速動作（ＬＯモード）ポジションおよび高速動作（ＨＩモード）ポジショ
ンと同じである。
【００３１】
　一方、垂れ水判定動作は、垂れ水判定部５３が雨滴センサ２０からの検出信号に基づき
垂れ水が発生したかどうかを判定し、垂れ水が発生した場合は、垂れ水判定部５３が払拭
モード判定部５１によるワイパー装置１０の自動制御動作を中断させ、直接ワイパーモー
タ１１に駆動信号を出力してワイパーブレード１３に払拭動作させ、その後は、元通りモ
ード判定部５１によるワイパー装置１０の自動制御動作を再開させるものである。
【００３２】
　次に、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１の特徴である、垂れ水判定動作につい
て説明する。
【００３３】
　初めに、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１における垂れ水判定原理について説
明する。本発明の一実施形態による雨滴検出装置１においては、垂れ水判定部５３におけ
る雨滴センサ２０からの検出信号取り込み周期であるサンプリング周期は、雨滴量判定部
５２における検出信号取り込みと同様に、数ｍｓｅｃ．である。垂れ水判定部５３では、
雨滴センサ２０からの検出信号に基づいて算出された雨滴量Ｓを用いて雨滴量の変化率で
ある雨滴量勾配Ｒを算出している。ここで、雨滴量勾配Ｒの算出方法について説明する。
第ｎ回目のサンプリング時における雨滴量勾配Ｒｎは、第（ｎ－１）回目のサンプリング
時における雨滴量Ｓ（ｎ－１）および第ｎ回目の雨滴量Ｓｎを用いて、（数１）により算
出される。
（数１）
　Ｒｎ＝｛Ｓｎ－Ｓ（ｎ－１）｝／サンプリング周期
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　垂れ水検出部５３は、雨滴センサ２０からの検出信号サンプリング毎に、上述したやり
方で雨滴量勾配Ｒを算出している。フロントウィンドシールド１０１上の雨滴センサ２０
の検出領域Ａｄに雨滴が衝突した直後は雨滴がフロントウィンドシールド面に沿って拡が
るために雨滴量勾配Ｒの値が急上昇し、それ以降の複数回のサンプリング中はその状態が
連続して持続する。やがて、雨滴量勾配Ｒは０となる。次にまた雨滴が付着すると、前回
と同様にして雨滴量勾配Ｒが急上昇しその状態がする複数回のサンプリング中続き、また
０に戻る。通常の降雨時では、雨滴量勾配Ｒは、０からステップ状に立ち上がり、その値
が複数回のサンプリング中持続し、ステップ状に０へ戻る、というサイクルを繰り返して
いる。雨滴量勾配Ｒの大きい値が持続される時間は付着雨滴の大きさに対応する。ここで
、雨滴量勾配閾値Ｒｓを設定する。通常の降雨状態で発現しうる雨滴量勾配Ｒの最大値を
最大雨滴量勾配Ｒｍａｘとすると、雨滴量勾配閾値Ｒｓは、０＜Ｒｓ＜Ｒｍａｘである。
通常の降雨状態において、雨滴量勾配Ｒの値が連続して雨滴量勾配閾値Ｒｓを上回り続け
る時間、つまりサンプリング回数Ｎは、付着雨滴の液滴が大きいほど長くなり、大雨状態
のときに最長時間である最大サンプリング回数Ｎｍａｘとなる。言い換えると、通常降雨
状態においては、雨滴量勾配Ｒの値が連続して雨滴量勾配閾値Ｒｓを上回り続けるサンプ
リング回数Ｎは、サンプリング回数Ｎｍａｘ以下である。一方、垂れ水が発生すると、や
はり、雨滴量勾配Ｒの値は０からステップ状に立ち上がり、その値が複数回のサンプリン
グ中持続する。ところで、垂れ水一回あたりの水量は雨滴１個の水量よりもはるかに多い
。したがって、垂れ水発生時においては、雨滴量勾配Ｒの値が連続して雨滴量勾配閾値Ｒ
ｓを上回り続ける時間、つまりサンプリング回数Ｎは、通常降雨時における最大サンプリ
ング回数Ｎｍａｘをはるかに上回る回数となる。そこで、本発明の一実施形態による雨滴
検出装置１においては、最大サンプリング回数Ｎｍａｘよりも大きいサンプリング回数で
あるサンプリング回数閾値Ｎｓを設定し、雨滴量勾配Ｒの値が連続して雨滴量勾配閾値Ｒ
ｓを上回り続けるサンプリング回数Ｎがサンプリング回数閾値Ｎｓに達したら、垂れ水発
生と判定している。サンプリング回数閾値Ｎｓの大きさは、垂れ水発生と判定する時点に
おける水量を意味する。したがって、サンプリング回数閾値Ｎｓが小さいほど早く垂れ水
発生を判定できることになる。さらに、サンプリング回数閾値Ｎｓが小さいほど少量の垂
れ水でも検出できることになる。
【００３４】
　以上説明したように、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１においては、雨滴セン
サ２０からの検出信号により雨滴量勾配Ｒを算出し、それに基づいて垂れ水発生を判定し
ている。これにより、通常の降雨と垂れ水とを明確に区別しつつ、正確に垂れ水発生を判
定することができる。
【００３５】
　次に、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１において、垂れ水判定部５３で実行さ
れている垂れ水判定処理について、図４のフローチャートに基づいて説明する。
【００３６】
　自動車１００の運転者によるワイパーコントロールスイッチ３０の手動操作を通じて自
動制御（ＡＵＴＯモード）が選択されると、コントローラ５０がそれを検知し、雨滴検出
装置１の作動が開始され、垂れ水判定部５３においては、垂れ水検出処理が開始される。
【００３７】
　まず、ステップ３０１では初期設定がなされ、雨滴量Ｓ、雨滴量勾配Ｒ、および雨滴セ
ンサ２０の検出信号取り込みのカウンタＮのリセットがなされる。
【００３８】
　続いてステップ３０２では、雨滴センサ２０の検出信号取り込みのカウンタＮを０にす
る。
【００３９】
　続いてステップ３０３では、雨滴センサ２０からの検出信号に基づいて雨滴量Ｓの検出
を行う。続いてステップ３０４では、今回検出した雨滴量Ｓと前回検出した雨滴量である
前回雨滴量Ｓｆとに基づいて雨滴量勾配Ｒを算出する。
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【００４０】
　続いてステップ３０５では、雨滴量勾配Ｒが雨滴量勾配閾値Ｒｓ以上であるかどうかを
判定する。ステップ３０５における判定の結果、雨滴量勾配Ｒ≧雨滴量勾配閾値Ｒｓでは
ない、すなわち雨滴量勾配Ｒ＜雨滴量勾配閾値Ｒｓである場合は、ステップ３０２から処
理を繰り返す。ステップ３０５における判定の結果、雨滴量勾配Ｒ≧雨滴量勾配閾値Ｒｓ
である場合は、続くステップ３０６へ進み、ステップ３０６において雨滴センサ２０の検
出信号取り込みのカウンタＮに１を加える。
【００４１】
　続いてステップ３０７において、雨滴センサ２０の検出信号取り込みのカウンタＮが回
数閾値Ｎｓに達したかどうかを判定する。ステップ３０７における判定の結果、カウンタ
Ｎが回数閾値Ｎｓに達していない場合は、ステップ３０３から処理を繰り返す。ステップ
３０７における判定の結果、カウンタＮが回数閾値Ｎｓに達した場合は、雨滴量勾配Ｒが
雨滴量勾配閾値Ｒｓ以上である状態が所定時間だけ、つまり雨滴センサ２０の検出信号取
り込みのカウンタが回数閾値Ｎｓになる時間だけ連続して持続されたことになり、垂れ水
判定部５３は垂れ水発生と判定する。そして、ステップ３０８へ進み、ステップ３０８に
おいて、ワイパーモータ１１駆動信号を出力し、ワイパーモータ１１を駆動してワイパー
ブレード１３による払拭動作を所定回数だけ行わせる。ワイパーブレード１３による所定
回数、たとえば２または３往復の払拭動作が完了したら、垂れ水検出処理が終了する。
【００４２】
　その後は、ステップ３０１から処理を開始する。
【００４３】
　次に、以上説明した本発明の第１実施形態による雨滴検出装置１の垂れ水判定部５３に
よる垂れ水判定動作を、図５に示すような実際の降雨下の走行状態における基づくタイミ
ングチャートに基づいて総括する。図５において、（ａ）は、自動車１００の走行速度の
時間推移を、（ｂ）は、雨滴センサ２０からの検出信号に基づいて算出された検出領域Ａ
ｄへの付着雨滴量Ｓの時間推移を、（ｃ）は、検出された雨滴量Ｓに基づいて算出された
雨滴量勾配Ｒの時間推移を、（ｄ）は、ワイパーブレード１３の払拭動作状態の時間推移
をそれぞれ示すタイミングチャートである。
【００４４】
　自動車は、図５（ａ）に示すように、速度Ｖ１で走行している。降雨状態はいわゆる小
雨で、コントローラ５０の払拭モード判定部５１は間歇モードを選択しているものとする
。そのような状況のもと、時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３、ｔ４に、フロントウィンドシールド１
０１の検出領域Ａｄに雨滴が付着し、それに対応して、雨滴センサ２０からの検出信号に
基づいて算出された雨滴量Ｓは、図５（ｂ）に示すように、段階的に増加する。つまり、
時刻ｔ１から時刻ｔ５までが、雨滴量検出可能時間Ｔａである。また、雨滴量Ｓの変化率
である雨滴量勾配Ｒは、雨滴が付着したタイミングである時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３、ｔ４に
、図５（ｃ）に示すように、雨滴量勾配閾値Ｒｓを超えた値に一瞬増大するが直ぐに０に
戻る。すなわち、雨滴量勾配Ｒが雨滴量勾配閾値Ｒｓを超えている時間Ｔｅは、カウンタ
の回数閾値Ｎｓに相当する閾値時間Ｔｓに比べてはるかに短い。したがって、垂れ水判定
部５３は、垂れ水発生なしと判定する。時刻ｔ５にワイパーブレード１３の払拭動作が開
始され、時刻ｔ６に終了する。時刻ｔ６から時刻ｔ７までの雨滴量検出可能時間Ｔａにお
いても、時刻ｔ１から時刻ｔ５までにおける場合と同様に、フロントウィンドシールド１
０１の検出領域Ａｄに雨滴が付着し、雨滴量Ｓ、および雨滴量勾配Ｒが前回と同様に算出
される。
【００４５】
　ワイパーブレード１３の払拭動作が終了した時刻ｔ８に自動車が速度Ｖ１から減速し始
め、時刻ｔ９に速度Ｖ２になると、時刻ｔ９以降は速度Ｖ２で走行を続ける。時刻ｔ８に
自動車が減速を開始すると、ほぼ同時に、減速による加速度の作用により自動車１００の
屋根に留まっていた雨水が自動車１００の前方に向かって移動して、フロントウィンドシ
ールド１０１に流れ落ちる。すなわち、時刻ｔ８以降フロントウィンドシールド１０１の
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検出領域Ａｄには雨滴が付着すると同時に、垂れ水が流入する。したがって、雨滴量Ｓは
、図５（ｂ）に示すように、雨滴付着による分（図５（ｂ）中において実線で示す）と、
垂れ水による分の合計（図５（ｂ）中において一点鎖線で示す）となる。一方、雨滴量勾
配Ｒは、垂れ水による雨滴量Ｓが大きいため、図５（ｃ）に示すように、雨滴量勾配閾値
Ｒｓを上回り続ける。つまり、雨滴量勾配Ｒは、垂れ水に起因する分である雨滴量勾配閾
値Ｒｓを超え続けほぼフラットな領域と、雨滴付着に起因する短時間スパイク状に立ち上
がる部分との合成になる。時刻ｔ１０に、雨滴量勾配Ｒが雨滴量勾配閾値Ｒｓを連続して
超えている時間が閾値時間Ｔｓ、つまりカウンタの回数閾値Ｎｓに相当する時間に達する
と、垂れ水判定部５３は垂れ水発生と判定する。垂れ水判定部５３は、垂れ水発生と判定
すると、時刻１０にワイパーモータ１１に駆動信号を直接出力してワイパーブレード１３
に払拭動作を行わせる。時刻ｔ１１にワイパーブレード１３の払拭動作が終了した時点で
、垂れ水判定手段５３による垂れ水判定処理は一旦終了し、カウンタＮをリセットして再
開される。
【００４６】
　以上説明したように、本発明の一実施形態による雨滴検出装置１によれば、雨滴量勾配
Ｒが雨滴量勾配閾値Ｒｓ以上である状態が連続して持続する時間が閾値時間Ｔｓに達した
ときに垂れ水発生と判定している。そして、垂れ水発生と判定すると同時に、ワイパーブ
レード１３による払拭動作を行わせるべくワイパーモータ１１に駆動信号を出力している
。そして、閾値時間Ｔｓの長さを、通常の降雨状態において雨滴量勾配Ｒが雨滴量勾配閾
値Ｒｓを連続して超えている時間である時間Ｔｅの最長時間よりも長く設定している。こ
れにより、垂れ水発生を降雨と区別して正確に検出することができる。そして、検出と同
時にワイパーブレード１３の払拭動作を行うので、垂れ水が発生しても直ちにフロントウ
ィンドシールド１０１上から払拭除去して、運転者の前方視界を良好に維持することがで
きる。
【００４７】
　また、以上説明した本発明の一実施形態による雨滴検出装置１によれば、雨滴センサ２
０からの検出信号のみに基づいて垂れ水を検出している。このため、従来の雨滴検出装置
における垂れ水検出処理に用いられる自動車１００の速度信号あるいは加速度信号が不要
であるために、雨滴検出装置１の電気回路構成を簡素化、単純化することができる。
【００４８】
　なお、以上説明した本発明の一実施形態による雨滴検出装置１を、フロントウィンドシ
ールド１０１に適用された場合を例に説明したが、雨滴検出装置１が適用される対象をフ
ロントウィンドシールド１０１に限る必要はなく、たとえばリヤウィンドシールドに適用
してもよい。さらに、雨滴検出装置１が装着される対象は自動車でなくてもよい。たとえ
ば、鉄道車両、船舶、航空機等の運転席前方のウィンドシールドに適用すれば、上述の実
施形態の場合と同様に、垂れ水を確実に検出し且つ直ちに除去することができるので、良
好な視界確保が可能となる
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の一実施形態による雨滴検出装置１が自動車１００に搭載された状態を示
す模式図である。
【図２】本発明の一実施形態による雨滴検出装置１の全体構成を示すブロック図である。
【図３】雨滴センサ２０の構成を説明する断面図であり、図１中のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面
図である。
【図４】本発明の一実施形態による雨滴検出装置１の垂れ水判定部５３において実行され
る垂れ水判定処理の具体的な処理手順を示したフローチャートである。
【図５】（ａ）は、雨滴センサの検出領域Ａｄへの雨滴付着量の時間推移を、（ｂ）は、
雨滴センサからの検出信号に基づいて算出された雨滴量から判定された払拭モードの時間
推移を、（ｃ）は、ワイパーブレードの払拭動作状態の時間推移をそれぞれ示すタイミン
グチャートである。
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【符号の説明】
【００５０】
　１　　雨滴検出装置
　１０　　ワイパー装置
　１１　ワイパーモータ
　１２　　伝達機構
　１３　　ワイパーブレード
　２０　　雨滴センサ
　２１　　発光素子
　２２　　受光素子
　２３　　プリズム
　２４　　ケーシング
　３０　　ワイパーコントロールスイッチ
　５０　　コントローラ
　５１　　払拭モード判定部
　５２　　雨滴量判定部
　５３　　垂れ水判定部
　１００　　自動車
　１０１　　フロントウィンドシールド（ウィンドシールド）
　Ａ　　払拭領域
　Ａｄ　　検出領域
　Ｎ　　カウンタ
　Ｎｓ　　カウンタ閾値（閾値）
　Ｒ　　雨滴量勾配（付着量勾配）
　Ｒｓ　　雨滴量勾配閾値（閾値）
　Ｓ　　雨滴量
　Ｔ　　時間
　Ｔｓ　　閾値時間（閾値）
　ｔ１～ｔ１３　　時刻
　Ｖ１，Ｖ２　　走行速度
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